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提言の趣 旨

当連合会は,内閣府障がい者制度改革推進会議で議論 されている障がい者基本

法改正案をさらに良いものとするべ く,別紙の 「障がいのある人の権利 と施策に

関する基本法改正要綱案」を提言する。

提言の理由

2009年 9月 に民主党政権が発足 し,同年 12月 に内閣府の下,全閣僚で構

成 される障がい者制度改革推進本部が設置 され,その下に障がい者制度改革推進

会議が設けられた。同会議は, 日本が国連の障がいのある人の権利条約を批准す

るに当たって国内法整備 を進めてい くためのエンジンとして位置づけられた。

同会議は,本年に入つて以降,議論を重ね,本年 6月 には第 1次意見をとりま

とめるに至った。同意見においては,障がい者基本法の抜本改正が掲げられ, 2

010年 内に取 りまとめられる第 2次意見を踏まえ, 2011年 の通常国会へ法

案提出するとのスケジュールが示 されている。

今回の障がい者基本法改正は,こ れまでの改正 とは異な り,障がいのある人の

権利条約批准のための国内法整備の第一歩 とい う極めて重要な位置づけであ り,

ここで十分な内容の改正を実現することで,続く総合福祉法,虐待防止法,差別

禁止法等,重要な個別立法制定へつなげてい くべきものである。

改正法においては,ま ず法律の名称を 「障がいのある人の権利及び施策に関す

る基本法」 と変更す るべきである。そ して第 1次意見で述べ られているとお り,

基本法において障がいのある人の人権を規定 し,これを確保するための諸施策を

規定する必要がある。また制度の谷間を生まない包括的な障がいの定義,合理的

配慮を提供 しないことが差別であることを含む差別の定義,手話その他の非音声

言語が言語であること,障がい故に侵 されやすい基本的人権などを総則で確認 し,

障がいのある人の権利条約の実施状況の監視機能を担い,関係大臣に対す る勧告

権等も有する推進機関の設置を規定 しなければならない。ただ し,本改正要綱案

で示す推進機関は,障がいのある人の権利条約 33条に定められるパ リ原則に基

づいて条約上の権利の 「促進・保護・監視」の任務を担 う組織ではないのであり,

これについては今後の立法による設置が望まれるものである。また基本法改正に



引き続いて,他の個別法の改正が期限を定めて速やかに行われるべきことが附則

等により定められることを要請するものである。

このような時期にある今,タ イ ミングを逃 さず,推進会議で議論 されている改

正案をさらに良いものとするべ く,当連合会 としての改正要綱案を発表すること

とした次第である。

以 上
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障がいのある人の権利 と施策に関する基本法改正要綱案

(前文 )

本法は, 1970年 に心身障害者対策基本法 として制定 されて以来, 6度 の改

正を経て,障がいのある人の自立 と社会参加の支援のための施策に関し基本的事

項を定めること等によつて,障がいのある人の福祉の増進に寄与 してきたもので

あるが,障がいのある人に対する差別偏見は根深 く, 自立 と社会参加を推進する

ことに幾多の困難があ り,い まだ完全参加 とい うことに程遠い現状にある。

すべて障がいのある人は権利の主体であ り,社会を構成する一員 として 日本国

憲法及び既存の複数の人権規定から導かれるすべての基本的人権を完全かつ平等

に享有することを確認 し,こ れ らの権利は国及び地方公共団体を名宛人 とするこ

とはもとより,社会を構成す る一人ひ とりの国民に向けられたものでもある。そ

してまた,わが国は未だ経験 したことのない高齢化社会を迎え,地域社会で生活

している誰 もが障がいを持ち うることを共通の認識 としてきている。

このような状況にかんがみ,障がいの有無にかかわらず,地域社会にあつてそ

れぞれの個性 と人格を認めあい,差異 と多様性を尊重する差別のない共生社会の

構築が,障がいのある人の自立 と社会参加に不可欠なだけではなく,障がいのな

い人にとっても重要な課題であることを認識 し,こ こに,あ らためて基本理念を

明らかにしてその方向性を示 し,将来に向かつて国,地方公共団体及び国民がそ

れぞれ共生社会の形成に関す る取組みを総合的かつ計画的に推進 し,かつその実

施状況の監視をはじめとした権能を担 う機関を創設するものとする。

第 1章 総則

第 1条 (目 的 )

この法律は,障がいのある人が,他の者 と等 しく,すべての基本的人権の享有

主体であることを確認 し,個別の権利内容を確定 し, もつて,わが国の社会が障

がいの有無にかかわらず,分け隔てなく相互に個性 と人格を認め合い,差異 と多

様性を尊重する共生社会を構築するための施策を推進することを目的とするもの

とすること。

第 2条 (定義)

この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところ

によるものとすること。



1 障がい 心身の状態が,疾病,変調,傷害その他の事情に伴い,その時々の

社会的環境 との関係 において,個人が 日常生活又は社会生活において制限を受

ける状態 (過去にかかる状態にあつたこと,及び将来かかる状態になる相当程

度の蓋然性があることも含む。)をい うものとすること。

2 共生社会 すべての障がいのある人がその対等な構成員 として位置づけら

れ,合理的配慮や必要な支援の充足を通 じて,障がいの有無にかかわらず地域

で共に生活することが確保 された社会のことをい うもの とす ること。

3 合理的配慮 障がいのある人が,他の者 と平等に基本的人権を享有 し又は行

使することを確保するため,障がいのある人の障がいの特性等を考慮 した必要

かつ適切な設備,道具,サー ビス等における合理的な変更又は調整であつて ,

特定の場合に必要 とされるものをい うもの とすること。

4 言語 音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をい うもの とすること。

5 意思等伝達手段 音声言語,手話,要約筆記,点宇,指文字,触手話,指点

字,手書き文字,拡大文字,身振 りや物のサイン,音声サービス,文字情報サ

ー ビス,写真,図画,ひ らがな及び平易な表現による表記,理解 を容易にす る

ための支援者の利用,個々に必要 とされる意思伝達装置その他の意思又は情報

を伝達する様式,手段又は方法をい うもの とすること。

第 3条 (基本的理念 )

1 尊厳の保障等

すべて障がいのある人は,権利の主体 として,個人の尊厳が重んじられ, 自

己の心身の状態を侵襲 されることなくその尊厳にふ さわ しい生活を保障され

るものとす ること。

2 法の下の平等等

すべて障がいのある人は,人 として法の下に平等であ り,障がいを理由に差

別 され又はその他の権利利益を侵害 されることなく,社会,経済,政治,文化

その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障 されなければな らないもの

とすること。

3 地域社会で生活する権利

すべて障がいのある人は,他の者 と等 しく,必要な支援を受けながら地域社

会で生活する権利を有 し,特定の生活様式を強制 される等,本人の意思に反 し

て,社会か ら分離又は排除されてはならないものとすること。

4 自己決定の権利

すべて障がいのある人は,自 己の意思決定における十分な情報提供を含む ,



必要な支援 を受け,かつ他か らの不当な影響を受けることなく, 自らに関わ

る事柄 に関 し,自 己決定の権利 を有す るものとすること。

5 意思等伝達手段を用いる権利

すべて障がいのある人は,生活,表現,伝達等あらゆる領域において, 自

ら選択す る意思等伝達手段を用いる権利 を有す るものとすること。

6 施設,設備 ,制度等の利用可能性

障がいのある人が前項までに定める権利 を享受す るためには,社会のあら

ゆる場面における施設,設備 ,制度,技術,サー ビス等は,障がいのある人

に利用可能なものとして提供 されなければな らないものとすること。

第 4条 (差別の禁止 )

1 差別の類型 と各定義

何人 も,障がいのある人に対 して,次の各号に規定する差別その他の権利利

益を侵害する行為をしてはならないものとすること。

一 直接差別 障がいを理由に制限,排除,分離,又は拒否等により不利益 と

なる取扱いを行 うことをい うもの とす ること。

二 間接差別 形式的には障がい と関係 しない中立的な規定や基準の適用又は

取扱いが障がいのある人に不利な結果を招き,又は結果を招 くおそれがある

行為を行 うことをい うものとすること。

三 合理的配慮の欠如 合理的配慮を行わないことをい うものとす ること。

2 国による差別事例の収集及び公表

国は,国民が障がいを理由とす る差別について正 しい理解を深められるよう,

障がいを理由とする差別に該当す るおそれのある事例を収集 し,公表するもの

とす ること。

第 5条  (障がいのある女性 )

国及び地方公共団体は,障がいのある女性が複合的な差別を受けていることを

認識 し,障がいのある女性がすべての基本的人権を享有するため,障がいのある

女性の地位の向上等の確保に必要な施策を講 じなければならないもの とすること。

第 6条 (障がいのある子 ども)

1 権利

障がいのある子 どもは,他の子 どもと等 しく家庭及び地域社会の構成員 とし

て尊重 され,生命,生存,成長及び発達が保障され,医療,福祉,教育,遊び



及び余暇等について同年令の他の子 どもの有 しているすべての権利を有するも

のとすること。

2 最善の利益

障がいのある子 どもに係 る判断及び決定に際 しては,障がいのある子 どもの

有 しているすべての基本的人権及びこの法律に定める基本理念にのっとり,子

どもの最善の利益が考慮 されなければならないものとす ること。

3 意見表明権

国及び地方公共団体は,障がいのある子 どもが自由に自己の意見 (意思及び

感情を含む。)を表明できるよう,障がい及び年齢に適 した支援 を行 うとともに ,

障がいのある子 どもの意見が他の子 どもと等 しく考慮 されるために必要な施策

を講 じなければならないもの とすること。

4 早期支援

国及び地方公共団体は,第 1項の権利 を実現するために,障がいを早期に発

見する等 して,障がいのある子 ども及びその家族に対 し早期からの継続的な支

援を提供することができるよう必要な施策を講 じなければならないもの とする

こと。

第 7条 (国際協力 )

障がいのある人の権利 と尊厳の確保及び促進が国際社会における取組み と密接

な関係を有 していることにかんがみ,こ れ らに関する施策の実施は,国際協力の

下に行わなければならないものとす ること。

第 8条 (国及び地方公共団体の責務 )

国及び地方公共団体は,障がいのある人の権利を保障 し,障がいのある人に対

する差別の防止を図 り,障がいのある人に対 し合理的配慮 を行 うこと及び障がい

のある人に対 し合理的配慮を行 うべき者に対 し必要な支援 を行 うこと等により,

障がいのある人の自立 と社会参加 を支援す るとともに,共生社会を構築す る責務

を有するもの とすること。

第 9条 (事業者等の責務 )

事業者等は,障がいのある人 もない人 も共に同じ社会の一員 として事業活動に

関わっていることを認識 し,合理的配慮を行 うこと等により障がいのある人の権

利保障及び共生社会の実現に寄与するよ う努めなければな らないものとするこ

と。



第 10条 (国民の責務 )

国民は,障がいの有無にかかわ らず,分け隔て られることなく相互に個性 と人

格を認め合い,差異 と多様性を尊重す る共生社会を実現するため,障がいのある

人の人権が尊重 され,障がいのある人が,差別 されることなく,社会,経済,政

治,文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう努めなければな

らないもの とす ること。

第 11条 (国 民の理解 )

1 理解を深める施策

国及び地方公共団体は,障がいのある人の置かれた状況に対する国民の意識

を向上 させ,障がいのある人の権利及び尊厳に対する尊重を促進 し,あ らゆる

生活領域における障がいのある人に対する固定観念及び偏見をなくし,かつ
,

障がいのある人の能力及び貢献に対する意識を促進 し,も つて障がいのある人

について正 しい理解を深めるよ う必要な施策を講 じなければならないもの とす

ること。

2 施策内容

前項の施策は,次の事項を含む ものとすること。

(1)次の 目的のために,効果的な啓発活動を行 うこと。

① 障がいのある人の権利に対す る理解 と受容の促進

② 障がいのある人に対する社会的意識の促進

③ 障がいのある人の技能,功績及び能力並びに職場及び労働市場への貢献

に対する認識の促進

(2)すべての段階の教育制度,特に幼年期からの教育制度において,障がいの

ある人の権利を尊重する態度 を育成すること。

(3)すべてのメディアが,障がいのある人に関わる描写を行 うときは,こ の法律

の 目的に合致するように障がいのある人を描写するよう奨励すること。

(4)障がいのある人及びその権利に対す る意識を向上 させるための計画を促進

すること。

3 障がい者週間

国は以下のとお り障がい者週間を設けるものとすること。

(1)障がい者週間は,国民の間に広 く障がいのある人の権利の擁護及び障がい

のある人に対する差別の防止についての関心 と理解を深めるとともに,障が

いのある人が社会,経済,政治,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に

参カロす ることを促進することを目的とするものとすること。



(2)障がい者週間は, 12月 3日 から 12月 9日 までの 1週間とするもの とす

ること。

(3)国及び地方公共団体は,障がい者週間の趣 旨にふ さわしい事業を実施する

よう努めなければならないものとすること。

第 12条 (施策の基本方針 )

1 総合的施策

障がいのある人に関する施策は,障がいのある人の性別,年齢,障がいの状

態及び生活の実態に応 じて,かつ,有機的連携の下に総合的に,策定 され,及

び実施 されなければならないものとすること。

2 自立 と社会参加

障がいのある人に関する施策は,障がいのある人の社会参加 を阻害する障壁

を除去 し,障がいのある人の自己決定 (支援を受けた 自己決定を含む。)を保

障 し,かつ,障がいのある人が,地域において 自立 した 日常生活を営み,社会

に参加 をす る機会が確保及び促進 されるよう講 じられなければならないものと

すること。

3 自己決定支援

国及び地方公共団体は,障がいのある人の 自己決定を支援す る施策を講 じな

ければならないものとすること。

4 当事者参画

国及び地方公共団体は,障がいのある人に関する施策の策定,実施において

は,障がいのある人又は障がいのある人を代表す る団体の参画を保障 しなけれ

ばならないものとすること。

5 生活実態調査

国及び地方公共団体は,障がいのある人に関する施策の策定及び実施におい

ては,障がいのある人の生活実態調査に基づいて行わなければならないものと

し,こ の調査は障がいのない人の生活実態 と比較可能な方法により行われるも

のとすること。

6 職員研修

この法律において定められる,国及び地方公共団体が行 うべき必要な施策に

は,教育,医療等,当該分野に携わる教員,医師等の職員に,障がいのある人

の人権,尊厳,及び 自立に対する尊重,並びに障がいに対す る意識及び理解 ,

コミュニケーション,支援の方法等についての専門的知識及び専門的技術を習

得 させるための研修を含むものとし,国及び地方公共団体は,事業者がその被



用者に対し十分な研修を行 うのを援助するために必要な施策を講じなければな

らないものとすること。

第 1
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3条  (障がい者基本計画等 )

障がい者基本計画の策定

政府は,障がいに関す る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障がい

のある人のための施策に関する基本的な計画 (以 下 「障がい者基本計画」 とい

う。)を策定 しなければならないものとすること。

都道府県障がい者計画の策定

都道府県は,障がい者基本計画を基本 とす るとともに,当該都道府県におけ

る障がいのある人の状況等を踏まえ,当該都道府県における障がいのある人の

ための施策に関する基本的な計画 (以 下 「都道府県障がい者計画」 とい う。 )

を策定 しなければならないものとすること。

3 市町村障がい者計画の策定

市町村は,障がい者基本計画及び都道府県障がい者計画を基本 とするととも

に,地方 自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即

し,かつ,当該市町村における障がいのある人の状況等を踏まえ,当 該市町村

における障がいのある人のための施策に関す る基本的な計画 (以下 「市町村障

がい者計画」 とい う。)を策定 しなければならないものとす ること。

4 障がい者政策委員会の意見等

内閣総理大臣は,関係行政機関の長に協議するとともに,障がい者政策委員

会の意見を聴いて,障がい者基本計画の案を作成 し,閣議の決定を求めなけれ

ばならないもの とすること。

5 地方障がい者政策委員会の意見

都道府県又は市町村は,都道府県障がい者計画又は市町村障がい者計画を策

定するに当たつては,地方障がい者政策委員会の意見を聴かなければならない

ものとす ること。

6 国会への報告及び公表

政府は,障がい者基本計画を策定 したときは,こ れを国会に報告するととも

に,その要旨を公表 しなければならないものとす ること。

7 議会への報告及び公表

第 2項又は第 3項の規定により都道府県障がい者計画又は市町村障がい者計

画が策定 された ときは,都道府県知事又は市町村長は,こ れを当該都道府県の

議会又は当該市町村の議会に報告するとともに,その要旨を公表 しなければな



らないものとす ること。

8 計画の変更

第 4項及び第 6項の規定は障がい者基本計画の変更について,第 5項及び前

項の規定は都道府県障がい者計画及び市町村障がい者計画の変更について準用

するもの とすること。

第 14条 (年次報告 )

政府は,毎年,国会に,障がいのある人のために講 じた施策の概況に関する報

告書を提出 しなければならないものとすること。

第 15条 (法制上の措置等 )

1 政府は,こ の法律の 目的を達成するため,必要な法制上及び財政上の措置を

講 じなければならないものとすること。

2 国及び地方公共団体は,障がいのある人に対する差別を禁止するために,救

済の仕組みを含む法制上の措置を講 じなければならないもの とすること。

第 2章 障がいのある人の権利に関する基本施策

第 16条 (地域社会における自立生活 )

1 権利

障がいのある人は,障がいのない人 との間で分離又は差別 されず,必要な支

援を受けながら,地域社会において 自立 した生活を営む権利 を有するものとす

ること。

2 自立生活支援等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人の地域

社会における生活を支援 し、地域社会からの孤立及び隔離を防止す るために必

要な施策を講 じなければならないものとすること。

3 住宅の確保等

国及び地方公共団体は,障がいのある人のための住宅を確保 し,及び障がい

のある人の 日常生活に適するような住宅の整備 を促進 し,適切な利用ができる

よう必要な施策を講 じなければならないもの とすること。

4 福祉用具等

国及び地方公共団体は,福祉用具及び補助犬の給付又は貸付その他障がいの

ある人が 日常生活を営むのに必要な施策を講 じなければならないものとするこ
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と。

5 災害時の安全確保

国及び地方公共団体は,災害等の緊急時において,適切な意思等伝達手段を

用いて情報を提供する等、障がいのある人の生命及び身体の安全が十分確保 さ

れるよう,総合的な施策を講 じなければな らないもの とすること。

第 17条 (自 己決定 )

1 権利

障がいのある人は, どこで誰 と生活す るかを含め, 自己に関わるすべてのこ

とを自由に決定する権利 を有 し,生活のあらゆる場面において,そ の権利能力 ,

行為能力及び訴訟能力等の法的能力を行使す るため,必要かつ適切な支援を受

ける権利を有す るものとすること。

2 相談事業等

国及び地方公共団体は,相談事業,自 己決定への支援,障がいのある人の権利

利益の保護等のための成年後見制度その他の施策又は制度が,適切に行われ又

は広 く利用 され るよう必要な施策を講 じなければならないものとすること。

3 個人情報の保護等

国及び地方公共団体は,障がいに関す る個人情報,健康情報 , リハ ビリテー

シ ョンに関する情報の秘匿性が保護 されるよう必要な施策を講 じなければなら

ないものとすること。

4 職員の育成

国及び地方公共団体は,第 2項の施策を講ずるために必要な専門的技術職員

その他の専門的知識又は技能を有する職員 を育成するよう必要な施策を講 じな

ければならないものとす ること。

5 濫用防止等

国及び地方公共団体は,第 2項の権利利益の保護等のための施策又は制度が

濫用 されることを防止 し,こ れ らの制度が適切に利用又は運用 されるよう必要

な施策を講 じなければならないものとすること。

第 18条 (公共施設等の利用可能性 )

1 権利

障がいのある人は,不特定多数の者の利用に供 されている建築物,道路,輸送

機関その他の屋内屋外の公共施設を円滑に利用する権利を有するものとするこ

と。
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2 国等が設置する公共施設

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現す るため, 自ら設置す る官公庁施

設 ,交通施設その他の公共施設について,構造及び設備の整備等の計画的推進 ,

介助者,案内者 ,朗読者及び手話通訳者等による適切な人的支援の提供その他

必要な施策を講 じなければならないものとすること。

3 事業者が設置する公共施設

不特定多数の者の利用に供 されている公共施設を設置する事業者は,第 1項

の権利を実現す るため,当該公共施設の構造及び設備の整備等の計画的推進並

びに介助者,案内者,朗読者及び手話通訳者等による適切な人的支援の提供等

に努めなければならないものとすること。

4 施策

国及び地方公共団体は,第 1項の権利を実現するため,前項の規定による事

業者の責務を援助 し,ま た,公共施設を利用する障がいのある人が,移動補助

具,補装具,補助器具又は支援機器等を利用 し,又 は介助者 ,案 内者 ,朗読者 ,

手話通訳者等による適切な人的支援の提供を受けることができるようにするた

めに必要な施策を講 じなければならないものとす ること。

5 補助犬

国,地方公共団体及び公共施設を設置する事業者は, 自ら設置する公共施設

を利用する障がいのある人の補助を行 う補助犬の同伴について,障がいのある

人の利用の便宜を図らなければならないもの とす ること。

第 19条 (意思及び情報の受領等 )

1 権利

障がいのある人は, 自ら選択する意思等伝達手段を用いて意思又は情報を受

領 し,ま たこれを発信,伝達 し,通信,放送その他の情報の提供等に係 る公共

的なサービスの提供を受ける権利を有す るものとすること。

2 情報通信機器等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人が利用    ・

しやすいコンピューター及びその関連装置その他情報通信機器の普及,電気通

信及び放送のサー ビスの利用に関す る障がいのある人の利便の増進,障がいの

ある人に対 して情報を提供する施設の整備等が図 られるよう必要な施策を講 じ

なければならないものとすること。

3 情報通信技術等

国及び地方公共団体は,公共分野における情報通信技術の活用の推進に当た
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つては,それらを障がいのある人にも利用可能なものとしなければならないも

のとすること。

4 情報通信機器製造等

電気通信及び放送その他の情報の提供に係るサービスの提供並びにコンピュ

ーター及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行 う事業者は,当該サ

ービスの提供又は当該機器の製造等に当たり,それらを障がいのある人にも利

用可能なものとするよう努めなければならないものとすること。

第 20条 (家庭及び家族の尊重)

1 権利

障がいのある人は,両当事者の合意のみに基づいて婚姻をする権利,生殖能

力を保持する権利,家族を形成し,子 どもを養育する権利,子 どもの数及び出

産間隔を決定する権利,並びに生殖,出産及び家族計画に関する情報及び教育

をその年齢に適した方法で受ける権利を有するものとすること。

2 適切な支援

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人が,性

を否定されることなく個人として尊重され,性 ,生殖,婚姻,家族,親子関係 ,

親族関係及び子どもの養育に関して,並びにこれらに関する教育,情報提供 ,

保健サービスに関して,適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなけれ

ばならないものとすること。

第 21条 (教育)

1 権利

障がいのある人は,あ らゆる年齢段階において, 自己の尊厳及び価値に対す

る意識を十分に育成し,人権及び人間の多様性を尊重し,そ の能力を可能な限

り発達させ,社会に参加することを目的とする共生教育を受ける権利を有する

ものとすること。

2 制度の構築

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人がその

生活する地域社会において,必要な支援を受けながら,障がいのない人と共に

学ぶ教育制度を構築し,生涯学習の機会を確保するために必要な施策を講じな

ければならないものとすること。

3 必要な支援及び整備

国及び地方公共団体は,障がいのある人が十分な教育を受けられるよう,学
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級人数を調整 し,教職員及び支援員を配置 し,学校施設の整備を促進する等教

育上必要な支援及び整備 を確保するために必要な施策を講 じなければならない

ものとすること。

4 手話等の保障

国及び地方公共団体は,盲 ろ う者及びろ う者が十分な教育を受けられるよう,

手話等当該盲ろ う者及びろ う者にとつて最 も適切な言語並びにコミュニケーシ

ョンの形態及び手段を確保す るために必要な施策を講 じなければならないもの

とすること。

5 特別支援学校における教育

国及び地方公共団体は,障がいのある人又はその保護者が特別支援学校にお

ける教育を選択 した場合,第 1項の権利を実現するために,障がいのある児童

及び生徒 と障がいのない児童及び生徒 との交流を積極的に進めることによつて ,

その相互理解 を促進 しなければならないものとす ること。

6 教員の研修等

国及び地方公共団体は,すべての教育段階における教員の養成課程で,障が

いに対す る意識 ,コ ミュニケーシ ョン,支援の方法及び授業方法等について研

修を行 う等,教員の資質を向上 させ るために必要な施策を講 じなければならな

いものとす ること。

第 22条 (労働及び雇用 )

1 権利

障がいのある人は,他の者 と等 しく,労働 についての権利を有 し,障がいの

ある人が分け隔て られることなく利用できる労働市場及び労働環境において ,

必要な支援を受けながら、自ら選択 した労働 を通 じて生計を立てる機会を保障

されるものとすること。

2 労働条件等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,公正かつ良好な労働条

件及び安全かつ健康的な労働環境 を確保す るよう必要な施策を講 じなければな

らないものとす ること。

3 雇用の促進等

国及び地方公共団体は,障がいのある人の雇用を促進 し,障がいのある人が

その意欲 と適性に応 じた適切な職業に従事す ることができるようにするため ,

障がいのある人に対 して,職業相談,職業指導,職業訓練及び職業紹介その他

必要な就労支援施策を講 じ,かつ優先雇用,障がい者雇用率制度その他必要な

14



施策を講 じなければならないもの とす ること。

4 事業主への助成等

国及び地方公共団体は,障がいのある人を採用 しようとす る事業主及び障が

いのある人を雇用す る事業主に対 し,障がいのある人が雇用 され,継続 して働

くことができるよう,障がいのある人の雇用に伴い必要 となる施設又は環境等

に要す る費用の助成その他必要な支援をするために,必要な施策を講 じなけれ

ばならないものとす ること。

第 23条 (医療,健康等 )

1 権利

障がいのある人は,十分な説明に基づいた 自らの選択 (支援 を受けた選択を

含む。)に したがい,障がいのない人に提供 される医療 と同一の質の医療,保

健 , リハ ビリテーション等 (以 下 「医療等」 とい う。)を受ける権利を有 し,

本人の意思に反 して医療等を強制 されないもの とすること。

2 地域医療

国及び地方公共団体は,前項の医療等を当該障がいのある人が生活する地域

社会又はこれに可能な限 り近い地域で提供するために必要な施策を講 じなけれ

ばならないものとすること。

3 医師等の育成

国及び地方公共団体は,医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療従事

者が,障がいのある人の人権,尊厳及び 自立を尊重 し,障がいに対する理解を

深めるようにこれ らの者 を育成するために必要な施策を講 じなければならない

ものとすること。

4 医師等の研修

国及び地方公共団体は、前項の趣 旨にのつとり、病院、診療所、助産所その

他の医療機関に対 し、医療従事者に必要な研修を行 うよう指導助言 し,かつ倫

理規則を普及 させるよう必要な施策を講 じなければならないものとすること。

5 研究,開発及び普及等

国及び地方公共団体は,医療等の研究,開発及び普及を促進 し,難病等の調

査及び研究を推進するよう努めなければならないものとすること。

第 24条 (所得保障)

1 権利

障がいのある人は,他の者 と同等の生活をすることができるように,所得を
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保障される権利 を有す るものとす ること。

2 年金等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現す るため,年金,手当等の制度に

関 し必要な施策を講 じなければならないものとすること。

3 税制上の措置等

国及び地方公共団体は,障がいのある人の尊厳ある生活が実現 され,障がい

のある人及びその家族に障がいに起因する経済的負担が生 じることのないよ う,

税制上の措置,公共施設の利用料等の減免その他必要な施策を講 じなければな

らないもの とす ること。

第 25条 (司法の利用等 )

1 権利

障がいのある人は,すべての法的手続 (裁判外紛争解決機関における手続及

び捜査段階の手続を含む。)に おいて,他 の者 と等 しく,適正な手続 を保障 され ,

手続の直接及び間接 (裁判傍聴 を含む。)の利用が可能 となるよう,必要な支援

を受ける権利を有するものとすること。

2 裁判所等

国及び地方公共団体は,裁判所、検察庁、警察署等が,当該法的手続に関与

している障がいのある人の障がいに応 じ,そ の者が十分に理解可能な意思等伝

達手段 (適切な補助者の立会い等 も含む。)を用いてすべての手続を行 うことが

できるようにす るために必要な施策を講 じなければならないもの とす る。

3 事業者

弁護士等司法にかかわる事業者は、法的手続の当事者である障がいのある人

の障がいに応 じ、その者が十分に理解可能な意思等伝達手段を用いてコミュニ

ケーションをはかる等、必要な支援 を行 うよう努めなければならないもの とす

ること。

4 刑事施設等

国及び地方公共団体は,刑事施設、留置施設、少年院、鑑別所等が,対象 と

なつている障がいのある人の障がいに応 じ,そ の者が十分に理解可能な意思等

伝達手段を用いて,適切な処遇を行 うことができるよう必要な施策を講 じなけ

ればならないものとすること。

5 職員の研修及び訓練

国及び地方公共団体は,すべての法的手続に関わる職員が障がいのある人に

対 し必要な支援を行 うことができるように,訓練及び研修を行 うための必要な
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施策を講 じなければならないもの とすること。

第 26条 (政治参加 )

1 権利

障がいのある人は, 自らの政治的権利 を行使する機会を確保するために,立

候補,投票又は国民審査の手続 ,設備及び資料等に係 る配慮並びに選挙活動及

び投票又は国民審査の際の援助その他必要な支援を受ける権利を有するもの と

すること。

2 条件整備等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,選挙活動における支援、

投票又は国民審査を行 う場所の設置運営,人員配置等の条件整備 を行 う等必要

な施策を講 じなければならないものとす ること。

第 27条 (文化活動等への参加 )

1 権利

障がいのある人は, 自らの意思に基づき,文化芸術活動, レクリエーション

活動,も しくはスポーツに参加する機会を確保するために必要な支援を受ける

権利を有するものとすること。

2 条件整備等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,利用 しやすい設備,用

具その他の諸条件の整備,文化,ス ポーツ等に参加する機会及び必要な支援の

提供等必要な施策を講 じなければならないものとすること。

第 28条 (国際協力のための施策 )

国は,こ の法律の 目的及び趣 旨を実現するために国際協力を促進するものとし,

障がいのある人の参加 を保障 した上で,外国政府,国際機関及び障がい者組織を

含む市民団体 と協力及び連携するために必要な施策を講 じなければならないもの

とす ること。

第 3章 施策及び基本計画の推進及び監視等

第 29条 (障がい者政策委員会の設置)

1 障がい者政策委員会の設置

内閣府に,障がいのある人に関する施策を推進し,監視する機関として,障
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がい者政策委員会 (以下,「委員会」という。)を設置するものとすること。

2 省庁間調整

委員会は,政府内の省庁間における障がいのある人に関する施策の実施に関

連する活動を容易にするための調整を行 うものとすること。

3 当事者参画

障がいのある人及び障がいのある人を代表する団体は,委員会による推進及    ・

び監視の過程に参加するものとすること。

第30条 (所掌事務)

1 所掌事務

委員会は,次に掲げる事務をつかさどるものとすること。

① 障がい者基本計画案の作成に関し,調査審議し,必要があると認めるとき

は,内閣総理大臣に対し意見を述べること。

② 障がいのある人に関する施策に関する重要事項を調査審議し,必要がある

と認めるときは,関係行政機関の長に意見を述べること。

③ 障がいのある人に関する施策の実施状況を監視し,必要があると認めると

きは,内閣総理大臣又は関係各大臣に勧告すること

④ 第 1号から前号までに掲げる事務を行 うために必要な実態調査及び研究を

行 うこと。

⑤ 第 12条に基づき,国民に対し広報及び啓発活動を行 うこと。

2 報告

内閣総理大臣又は関係各大臣は,前項第 3号の規定による勧告に基づき講じ

た施策について,委員会に報告しなければならないものとすること。

第 31条 (職権の行使 )

委員会の委員は,独立してその職権を行 うものとすること。

第 32条 (資料の提出等の要求 )

委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認める時は,関係行政機

関の長に対 し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力 を求めることが

できるもの とすること。

第 33条 (組織 )

委員会は,委員 30人以内で組織す るものとすること。
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第 34条 (委員の任命)

委員会の委員は,障がいのある人,障がいのある人の権利及び福祉に関する事

業に従事する者並びに学識経験者の中から,内閣総理大臣が任命するものとし,

過半数を障がいのある人によって構成するものとすること。

第 35条 (委員の任期)

委員の任期は, 3年 とするものとすること。

第 36条 (地方障がい者政策委員会)

1 都道府県障がい者政策委員会

都道府県に,地方障がい者政策委員会を置くものとすること。

2 所掌事務

都道府県に置かれる地方障がい者政策委員会は,次に掲げる事務をつかさど

るものとすること。

① 都道府県障がい者計画に関し,意見を述べること。

② 当該都道府県における障がいのある人に関する施策の総合的かつ計画的な

推進について必要な事項を調査審議すること。

③ 当該都道府県における障がいのある人に関する施策の推進について必要な

関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

④ 都道府県の障がいのある人に関する施策の実施状況を監視し,必要がある

と認めるときは,都道府県知事に対し勧告すること。

3 組織及び運営

都道府県に置かれる地方障がい者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は,条例で定めるものとすること。

4 市町村障がい者政策委員会

市町村に,地方障がい者政策委員会を置くものとすること。

5 準用

第 2項及び第 3項の規定は,市町村に置かれる地方障がい者政策委員会に準

用するものとすること。

6 構成

地方障がい者政策委員会の委員は,障がいのある人,障がいのある人の権利

及び福祉に関する事業に従事する者並びに学識経験者の中から,都道府県にお

いては都道府県知事が,市町村においては市町村長が任命するものとし,過半
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数を障がいのある人によつて構成するもの とするものとす ること。

以  上
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